
大津市学区自主防災組織活動補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、学区自主防災組織が活動をすることに要する経費に対し、

予算の範囲内において補助金を交付し、もって自主防災意識の高揚を図ると

ともに、災害時における迅速かつ適切な広域的自主防災活動の向上を図るこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条  この要綱において「学区自主防災組織」とは、おおむね大津市立小学

校の通学区域を単位として、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又

は発生するおそれがある場合において、被害を防止し、若しくは軽減し、又

は火災その他の災害を予防するため、地域の住民、団体等が連帯共同して、

地域において活動を行うために自主的に結成した広域的な防災組織をいう。 

（補助対象者） 

第３条  この要綱による大津市学区自主防災組織活動補助金（以下「補助金」

という。）の交付を受けることができる者は、学区自主防災組織とする。 

（補助の対象となる活動） 

第４条 補助金の交付の対象となる活動（以下「自主防災組織活動」という。）

は、次に掲げるものとする。 

⑴ 防災訓練に関すること。 

⑵ 防災啓発に関すること。 

⑶ 防災教育に関すること。 

⑷ 簡易防災資機材の整備に関すること。 

⑸ その他学区自主防災組織の運営等に必要な活動に関すること。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の交付は、一の学区自主防災組織につき１回を限度とする。 

２ 補助金の額は、自主防災組織活動に要した額（その額に１，０００円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。）とし、１００，０００

円を上限とする。 

（交付申請書） 

第６条 学区自主防災組織の代表者（以下「代表者」という。）は、補助金の交

付を受けようとするときは、大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第 

３２条。以下「規則」という。）第４条第１項の規定により、大津市学区自主

防災組織活動補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

⑴ 自主防災組織活動計画書（様式第２号） 

⑵ 自主防災組織活動収支予算書（様式第３号） 



⑶ 学区自主防災組織の設立を証した書類の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（決定通知書） 

第７条 規則第７条第１項の規定による通知は、大津市学区自主防災組織活動

補助金交付決定通知書（様式第４号）により行うものとする。 

２ 規則第７条第２項の規定による通知は、大津市学区自主防災組織活動補助

金交付申請棄却（却下）決定通知書（様式第５号）により行うものとする。 

（事情変更による取消通知書等） 

第８条 規則第９条第５項の規定による通知は、大津市学区自主防災組織活動

補助金交付決定取消通知書（様式第６号）又は大津市学区自主防災組織活動

補助金交付決定変更通知書（様式第７号）により行うものとする。 

（補助事業等の内容の変更等の承認申請書） 

第９条 規則第１３条第１項の規定により市長に提出しなければならない承認

申請書は、大津市学区自主防災組織活動補助事業変更承認申請書（様式第８

号）又は大津市学区自主防災組織活動補助事業中止（廃止）承認申請書（様

式第９号）とする。 

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 自主防災組織活動変更計画書（様式第１０号）（補助事業等の内容を変更

する場合に限る。） 

⑵ 自主防災組織活動の変更後の自主防災組織活動収支予算書（様式第３号）

（補助事業等の内容を変更する場合に限る。） 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（承認通知書等） 

第１０条 規則第１３条第２項の規定による通知は、大津市学区自主防災組織

活動補助事業変更承認決定通知書（様式第１１号）若しくは大津市学区自主

防災組織活動補助事業中止（廃止）承認決定通知書（様式第１２号）又は大

津市学区自主防災組織活動補助事業変更承認申請棄却（却下）決定通知書（様

式第１３号）若しくは大津市学区自主防災組織活動補助事業中止（廃止）承

認申請棄却（却下）決定通知書（様式第１４号）により行うものとする。 

（実績報告書） 

第１１条 規則第１４条の規定により市長に提出しなければならない実績報告

書は、大津市学区自主防災組織活動補助事業実績報告書（様式第１５号）と

する。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 自主防災組織活動結果報告書（様式第１６号） 

⑵ 自主防災組織活動収支決算書（様式第１７号） 



⑶ 自主防災組織活動の写真 

⑷ 自主防災組織活動に係る領収書等（明細を記したものを含む。）の写し 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（確定通知書） 

第１２条 規則第１５条の規定による通知は、大津市学区自主防災組織活動補

助金確定通知書（様式第１８号）により行うものとする。 

（交付請求書） 

第１３条 規則第１８条第１項の規定により市長に提出しなければならない交

付請求書は、大津市学区自主防災組織活動補助金交付請求書（様式第１９号）

とする。 

（取消通知書） 

第１４条 規則第１９条第４項の規定による通知は、大津市学区自主防災組織

活動補助金交付決定取消通知書（様式第２０号）により行うものとする。 

（返還通知書） 

第１５条 規則第２０条第１項の規定による返還の命令は、大津市学区自主防

災組織活動補助金返還通知書（様式第２１号）により行うものとする。 

（関係書類の整理及び保管） 

第１６条 補助金の交付を受けた代表者は、補助金の収支に関する領収書その

他の関係書類を整理するとともに、当該関係書類を補助金の交付を受けた日

の属する会計年度が終了した日から起算して５年間保管しておかなければな

らない。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定め

る。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 



 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正

規定は、同年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にある改正前の様式（次項において「旧様式」とい

う。）により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 
３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 
附 則 

 この要綱は、令和５年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
 附 則 

 この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。 
 


